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公益社団法人京都保健会 あやべ協立診療所 

重要事項説明書（通所介護・通所介護相当サービス） 

令和7年6月21日 

 

１．サービスについての相談窓口 
＊電話：０７７３-４２-６１１９ 月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

＊担当：上石 香織（管理者）・佐古田 理江（生活相談員） 

  ※ご不明の点、介護サービスの質問、苦情等何でも承りますので遠慮なくお申し出ください。 

 

２．あやべ協立診療所 通所介護 通所介護相当サービス 運営規定の概要 
 （１）事業者概要 

事業者名称 公益社団法人京都保健会 

主たる事務所 京都市右京区太秦棚森町18-13 京医協ビル2階 

電話 ０７５（８６２）１１５５ 

代表者 理事長 松原 為人 

 （２）事業所の名称・所在地、提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 公益社団法人京都保健会 あやべ協立診療所 

所在地 京都府綾部市駅前通１ 

介護保険指定番号 ２６１１８０１１３１ 

サービス内容 通所介護・通所介護相当サービス 

サービスを提供する地域 綾部市全域（通所介護は市外への相談応じる） 

（３）事業の目的及び運営方針 

利用者の及び自立支援・尊厳の保持及び要介護状態とならないよう心身機能の維持・向上を目的に介護保険法令に従い、

利用者ごとに通所介護・通所介護相当サービス計画を作成し各サービスを提供します。  

（４）事業所の職員体制 

 職種 業務内容 人員数  

管理者 上石 香織 適切な事業運営の総括、介護計画作成 常勤１名 生活相談員・介護職と兼務 

 

従事者 

生活相談員 生活相談、サービス内容等調整 ３名以上 介護職と兼務 

看護職員 看護処置、食事・排泄・入浴介助 １名以上 

機能訓練指導員 機能訓練指導・訓練計画作成 １名以上 

介護職員 送迎・食事・排泄・入浴介助 ６名以上  

（５）サービス提供日時 

   ＊提供日：毎週の月曜日から金曜日とする。ただし、１２月３０日から１月３日までをのぞく。 

   ＊提供時間：午前８時３０分～午後４時３０分まで（送迎時間を含まない）。 

 （６）利用定員 １日 ２７人 

 （７）サービスの内容と選択について 

   ＊サービスの内容：日常動作への介助、入浴、食事、レクリエーション、機能訓練、送迎、相談・助言等 

  ＊社会交流・心身の活性化・機能訓練を目的に、通所介護・通所介護相当サービス計画書に基づき外出行事を行います。 

 （８）ご利用料とお支払いについて 

＊下記の通所介護費 通所介護相当サービス費 各種加算とその他の日常生活費の合算がご利用料となります。 

但し、割合は保険給付の自己負担割合に応じたご利用金額となります。 

＊下記の金額は、負担割合が1割負担の金額です。2割負担は2倍。3割負担は3倍の金額となります。 

要支援・通所介護相当 

サービス（１ヵ月） 

  

各種加算（１ヵ月） 事業対象者含む 
 

その他（１回） 

要支援１（事業

対象者含む） 

週１回程度 
1,789円 

 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   食費 

(おやつ代含む) 720円 ＋ 
要支援１   週１回程度 88円 

＋ 

要支援１･２

（事業対象者含

む）週２回程度 

3,621円 

 
要支援１･２  週２回程度 176円 

  

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
通所介護相当サービス費 

×0.092 

   

   科学的介護推進体制加算 40円/月 
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（各利用者様の居宅支援計画書に沿ったご利用となります） 

※介護保険の適用が条件となります。回数等については介護支援専門員にご相談下さい。 

※各種加算とその他の日常生活費は選択可能。介護保険の支給限度額を超える場合は実費となります。 

  ※1ヶ月1回以上ご利用があれば、上記通所介護相当サービスと各種加算の金額をお支払い下さい。 

また、中止に関しては日割りで利用料を計算します。 

  ※通所介護相当サービス事業所は１ヶ所のデイサービスのみご利用いただけます。 

  ※個別機能訓練（Ⅰ）イ+（Ⅱ）は、希望者のみ実施となります。 

  ※職員が送迎を行わない場合は、片道－47円（1割負担の場合）になります。 

※お支払いは月まとめて翌月の下旬に利用明細、請求書を送付いたします。あやべ協立診療所１階窓口でお支払い下さい。 

また、便利な金融機関の口座からの自動引き落とし制度もございます。 

※午前8:30以降の当日キャンセルは食事代の720円(例外あり)を徴収させていただきます。 

 

３．サービス提供の記録 
  サービス提供の記録は契約終了から５年間保管します。本人及び家族は営業時間内においてサービス提供記録の閲覧、実費に

よる複写物の交付を受けることができます。 

 

４．苦情申し立て 
 苦情受付担当者（上石香織）にお申し出いただくか、連絡帳・ご意見箱でお知らせ下さい。内容を記録し対応結果は利用者・

家族に報告します。また行政の窓口としては下記のところがあります。 

  ＊綾部市 福祉保健部 高齢者支援課 電話０７７３-４２-３２８０（代） 月～金曜日 
  ＊京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課介護相談係 電話０７５-３５４-９０９０（代）月～金曜日 
 

５．事故発生時の対応 
 事故が起こった場合は速やかに必要な処置を行い、医療機関の指示に従います。市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅支

援事業者又は地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるのもとします。事故内容は「事故発生報告・対

処簿」に記録します。 

 

６．緊急時の対応 
医療的対応が必要と思われる時には、一次救命処置を行い速やかに主治医もしくは医療機関・家族へ連絡します。 

お願い：「緊急時における搬送先（医療機関）の指定・家族の連絡先の変更は、速やかにお伝えください」 
 損害賠償については、損害保険等を運用しつつ誠意をもって対応します。 

 

７．非常災害対策 
 非常災害の発生に備え、避難経路及び協力機関等との連携方法を策定し、定期的に避難誘導訓練を実施します。 

（別途定める「消防計画」により対応します。防火管理者：藤井 伸行） 
 

８．虐待の防止に関する事項 担当者：上石 香織 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。 

（1）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（2）虐待の防止のための指針を整備します。 

（3）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（4）前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けた

と思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報します。 

 

９．個人情報の利用目的 
 従事者には利用者様ならびにご家族についての守秘義務があり、個人情報は外部に漏らしません。ただし、利用中の急変時へ

の医療機関への情報提供と介護サービスを安心して受けていただくために、サービス担当者会議において、介護支援専門員や他

のサービス事業所へご利用者様及びご家族の必要な情報を報告する場合があります。当事業所では福祉人材の育成に取り組んで

おり、実習・研修を受け入れています。個人情報について守秘義務を守り利用者様には人格を尊重した態度で接するよう指導し

ます。 

 

１０. 第三者評価の実施状況 
令和1年11月14日受診 評価機関：京都私立病院協会 評価結果：www.kyoto-hokenkai.or.jp/ayabe/掲載 

 

 

通所介護費（1回）7-8時間  各種加算（１回）  その他（１回） 

要介護１ 658円  ＋ 入浴介助加算（Ⅰ） 40円 ＋ 食費 

(おやつ代含む) 
720円 

要介護２  777円   サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) 22円  

要介護３    900円   個別機能訓練加算（Ⅰ）イ+（Ⅱ） 56円 20円/月 

要介護４ 1,023円   介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 通所介護費×0.092 

要介護５ 1,148円   科学的介護推進体制加算 40円/月 

http://www.kyoto-hokenkai.or.jp/ayabe/
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１１．サービス利用に当たっての留意事項 
（1）サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示する。 

（2）事業所内の設備や器具は本来の用法に従って利用し、これに反した利用により破損等が生じた場合は、必要に応じて修 

理費用等の実費代償を行う。 

（3）喫煙は行わない。 

（4）他の利用者の迷惑になる行為は行わない。 

（5）金銭等の管理は各自で行う。 

（6）サービスの利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に

応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

 

１２．その他運営に関する留意事項 
適切な指定通所介護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等必要な

措置を講じます。 

 

以上 

 

 

 

 

通所介護（通所介護相当サービス）の提供開始にあたり、利用者様に対し上記の重要事項を説明しました。 

  令和  年  月  日   事業所名  公益社団法人京都保健会 あやべ協立診療所 

                所在地   京都府綾部市駅前通１ 

                管理者    上石 香織      印 

                説明者               印 

 
私は、事業者から通所介護（通所介護相当サービス）の開始にあたり、上記の重要事項の説明を受け 

  一、サービス提供を受けること 

  一、サービス担当者会議等において私及び家族の個人情報を用いること 

  一、介護保険利用料と選択をした各種加算、その他の日常生活費を支払うこと 

                         以上三点について同意し、文書の交付を受けました。 

 

              利用者                  印 

住 所                              

 

              家族（代理人）              印 

              住 所                                                          


